
龍ケ崎市介護予防・日常生活支援 
総合事業について（案） 

平成28年11月21日（Ｖｅｒ．1） 

龍ケ崎市健康福祉部高齢福祉課 
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概要（案） 
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龍ケ崎市の人口推計 
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龍ケ崎市・人口ピラミッド（2010年） 

男性 女性 
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龍ケ崎市・人口ピラミッド（2040年） 

男性 女性 

超高齢化する社会  龍ケ崎市も例外ではありません。 
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【総合事業の構成】 
 
龍ケ崎市の総合事業（訪問型及び通所型）については，平成29年4月1日以降，以下
のサービスで構成されます。 
今後，サービスについては要支援者等の増加に合わせて適宜整備する予定です。 
 
〔通所型サービス〕 
①国基準通所型サービス（第１号通所型サービス（現行相当）） 
②指定事業者による基準緩和型通所サービス（通所型サービスＡ） 
 
〔訪問型サービス〕 
①国基準訪問型サービス（第１号訪問型サービス（現行相当）） 
②指定事業者による基準緩和型訪問サービス（訪問型サービスＡ） 
 

介護予防・日常生活支援総合事業がスタートします 
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１．通所型サービスについて（案） 
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通所型サービス 
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現行の通所介護相当 多様なサービス 

サービス種別 ①国基準通所型サービス ②通所型サービスＡ 
（緩和した基準によるサービス） 

サービス内容 現行の介護予防通所介護と同様のサービス 介護職員等の人員要件及び設備要件等を緩
和してサービスを提供 
・体操（生活機能向上）・レクリエーション・ 
食事・（入浴）など 
（事業所，サービス提供時間により異なる。） 

サービス提供の考え方 ○既にサービスを利用しており，現在のサー
ビスの利用継続が必要なケース 

○「多様なサービス」の利用が難しいケース
（専門的補助を要する入浴や長時間の利用
が必要な者） 

（例）・認知症の進行等による家族の負担が
大きく，長時間の利用が必要な者・転倒の危
険性が高い者・不定愁訴等，精神の不安定さ
があり，長時間利用が望ましい者 

※状態等を踏まえながら，多様なサービスの
利用を促進 

○ＡＤＬ（日常生活動作），ＩＡＤＬ（手段的日常
生活動作）はほぼ自立しているが，デイサー
ビスに継続参加することで状態が維持できる
と思われるケース 

○気力低下（うつ等）で閉じこもりがちの生活
をしている者が，デイサービスに継続参加す
ることで，地域行事等への参加，住民主体に
よるサービス等の多様なサービスへの利用
促進等，社会参加につなげていけると思われ
るケース。 

送迎 自宅からデイサービスの間の送迎を行うこと
を基本とする。 

送迎ありを基本とするが，事業所によっては，
送迎を行わないこともある。 

提供時間 １回３時間以上（事業者ごとに異なる） １回２時間以上（事業者ごとに異なる） 

通所サービスにおけるサービス提供基準 
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現行の通所介護相当 多様なサービス 

サービス種別 

 
①国基準通所型サービス ②通所型サービスＡ 

（緩和した基準によるサービス） 

人員 ①管理者※常勤・専従１以上 
②生活相談員専従１以上 
③看護職員専従１以上 
④介護職員～15人専従１以上 
        15人～利用者１人に専従0.2以  
         上（生活相談員，介護職員の 
         １以上は常勤） 
⑤機能訓練指導員１以上 

※支障がない場合，他の職務，同一敷地内の他
事業所等の職務に従事可能 

①管理者※専従１以上 
②－ 
③－ 
④従事者～15人専従１以上 
      15人～利用者１人につき専従0.1以上    
 
 
⑤－ 

※支障がない場合，他の職務，同一敷地内の他
事業所等の職務に従事可能 

設備 ①食堂・機能訓練室（３㎡×利用定員以上） 
 
②静養室・相談室・事務室 
③消火設備その他の非常災害に必要な設備 
④必要なその他の設備・備品 

①サービスを提供するために必要な場所 
（３㎡×利用定員以上） 
②－ 
③消火設備その他の非常災害に必要な設備 
④必要なその他の設備・備品 

運営 ①個別サービス計画の作成 
②運営規程等の説明・同意 
③提供拒否の禁止 
④従事者の清潔の保持・健康状態の管理 
⑤秘密保持等 
⑥事故発生時の対応 

⑦廃止・休止の届出と便宜の提供等（現行の基
準と同様） 

①必要に応じ個別サービス計画の作成 
②運営規程等の説明・同意 
③－ 
④従事者の清潔の保持・健康状態の管理 
⑤従事者又は従事者であった者の秘密保持等 
⑥事故発生時の対応 
⑦廃止・休止の届出と便宜の提供等 

通所サービスにおける人員・設備・運営基準 
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現行の通所介護相当 多様なサービス 

サービス種別 

 
①国基準通所型サービス ②通所型サービスＡ 

（緩和した基準によるサービス） 

実施方法 事業者指定 事業者指定 

サービス提供者 指定介護予防事業所（みなし指定又は総合事業
の通所サービスを実施するための基準を満たす
もの） 

指定介護予防事業所（総合事業の通所サービス
を実施するための基準を満たすもの） 

通所サービスにおける人員・設備・運営基準 
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現行の通所介護相当 多様なサービス 

サービス種別 ①国基準通所型サービス ②通所型サービスＡ 
（緩和した基準によるサービス） 

利用回数 ＊事業対象者・要支援１ 
週１回程度/月 月額 
＊事業対象者・要支援２ 
週２回程度/月 月額 

＊事業対象者・要支援１ 
利用が５回以上/月の場合は月額 
利用が４回まで/月の場合は回数額 
＊事業対象者・要支援２ 
利用が９回以上/月の場合は月額 
利用が８回まで/月の場合は回数額 

サービス単位 別記 
※地域加算は準用 
龍ケ崎市：５級地（１０％）１０．４５円/単位 

別記 
※地域加算は準用 
龍ケ崎市：５級地（１０％）１０．４５円/単位 

加算 従前の介護予防通所介護と同様の加算体系 ※加算条件については現行の条件を準用する 

※送迎の片道分の減算は，通所介護送迎減算に
準じ，片道４７単位の減算とする。 

利用者負担 サービス費の１割 
※一定以上の所得がある場合２割 

サービス費の１割 
※一定以上の所得がある場合２割 

通所サービスにおけるサービス費及び利用回数等について 
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現行の通所介護相当 多様なサービス 

サービス種別 ①国基準通所型サービス ②通所型サービスＡ 
（緩和した基準によるサービス） 

サービスコード Ａ５：みなし指定事業者 
Ａ６：平成27年4月1日以降の 
   指定事業者 

Ａ７ 

請求方法 国保連合会へ請求 国保連合会へ請求 
 

ケアマネジメント ケアマネジメントＡ 
 

ケアマネジメントＢ 
 

限度額管理 ○ ○ 

高額介護サービス ○ ○ 

生活保護の 
介護扶助適用 

○ ○ 

通所サービスにおけるサービス費及び利用回数等について 
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現行の通所介護相当 多様なサービス 

サービス種別 ①国基準通所型サービス ②通所型サービスＡ 
（緩和した基準によるサービス） 

サービス単位 事業対象者・要支援１： 
1,647単位/月 
 
事業対象者・要支援２： 
3,377単位/月 
※現行の介護予防通所介護費と同額 

①送迎なし・２時間以上： 
＊事業対象者・要支援１ 
1,188単位/月（利用が5回以上/月の場合） 
276単位/回（利用が4回まで/月の場合） 
＊事業対象者・要支援２ 
2,456単位/月（利用が9回以上/月の場合） 
285単位/回（利用が8回まで/月の場合） 
②送迎あり・２時間以上： 
＊事業対象者・要支援１ 
1,564単位/月（利用が5回以上/月の場合） 
363単位/回（利用が4回まで/月の場合） 
＊事業対象者・要支援２ 
3,208単位/月（利用が9回以上/月の場合） 
373単位/回（利用が8回まで/月の場合） 
 
※上記の提供時間に送迎の時間は含まない。 

※②は現行の介護予防通所介護費から５％減，
①は②から予防通所介護同一建物減算１，２を
適用しそれぞれ減算（回数割も同じ考え方で，１
往復９４単位，３７６単位／要支援１・月）。 

訪問型サービスとの併用
について 

※要支援１，要支援２の認定者が，「通所型サービス」「訪問型サービス」又は「介護予防給
付」を併用する場合，それぞれの支給限度額を上限とする。 

※事業対象者が，「通所型サービス」「訪問型サービス」を併用する場合，要支援１の支給
限度額を上限とする。 

通所サービスにおけるサービス費及び利用回数等について 
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